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  ● 以下の通知により，本書の内容に訂正が生じましたので，ここに追補します。 

   ○ 平成25年７月31日 保医発0731第２号（平成25年８月１日適用） 

 

  ● Web追補では，平成25年７月以降に生じた訂正について順次追補していきます。平成25年６月までの追

補については，当社ホームページの「追補・訂正表ダウンロード」にてご確認いただけますので，ご利用

下さい。 http://www.shaho.co.jp/shaho/download/ 

 

頁 欄 行 訂正前 訂正後 

394 右 〔Ｄ012感染症免疫学的検査の「４」の右欄として追加〕 ◇ マイコプラズマ抗体定性又はマイコプラ

ズマ抗体半定量は，マイコプラズマ抗原定性

と併せて実施した場合は，主たるもののみ算

定する。               □留  

（平25. 7.31 保医発 0731 2） 

398 〔Ｄ012感染症免疫学的検査の「21」インフルエンザウイル

ス抗原定性を準用する項目として追加〕 

◇ マイコプラズマ抗原定性 

ア マイコプラズマ抗原定性は，マイコプラ

ズマ感染の診断を目的として行った場合

に，Ｄ012感染症免疫学的検査の「21」イン

フルエンザウイルス抗原定性の所定点数に

準じて算定する。 

イ 当該検査は，Ｄ012感染症免疫学的検査 

の「４」のマイコプラズマ抗体定性若しく

はマイコプラズマ抗体半定量又はＤ012感

染症免疫学的検査の「23」のマイコプラズ

マ抗原と併せて実施した場合は，主たるも

ののみ算定する。           □留  

（平25. 7.31 保医発 0731 2） 

399 右 下から18行目 〔次行に追加〕 (４) マイコプラズマ抗原は，マイコプラズマ抗

原定性と併せて実施した場合は，主たるもの

のみ算定する。            □留  

（平25. 7.31 保医発 0731 2） 
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